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事 業 名 称 全国的な空き家対策推進のための協議・検討及び事例収集・情報提供事業 

事業主体 名 一般社団法人すまいづくりまちづくりセンター連合会 

連 携 先 総社市・井手町 他 

対 象 地 域 全国 

事業の特 徴 
空き家対策に取り組む地方公共団体等が専門知識やノウハウが必要な具体

的課題等を共有し、専門家と連携して対応策を協議・検討する場を設ける。 

成 果 
・空き家対策に係る事例調査結果 

・専門部会（又は分科会）の配布資料、議事録、成果物 

成果の公表先 

・全国空き家対策推進協議会ホームページで公表 

 https://www.sumaimachi-center-rengoukai.or.jp/zenkokuakiya/ 

・空き家対策支援制度情報検索サイトで公表  

 https://www.sumaimachi-center-rengoukai.or.jp/shienseido/ 

 

１．事業の背景と目的 

近年、超高齢社会の到来等による高齢者世帯のみの居住形態の増加、及び空き家（中古住宅）

流通の低迷等を背景に、全国的に空き家が増加し、空き家の個別的・点的対応や都市・地域のス

ポンジ化への面的な対応が地方公共団体等の喫緊の課題となっている。 

都道府県、市区町村にあっては、平成 27年に空家法が施行され、法に基づく特定空家等の助

言・指導～行政代執行等の措置や、略式代執行の費用回収等のための財産管理制度の活用など、

着実に取組みを進めつつあるが、そうした取組みの入口となる所有者の特定や相続放棄の確認方

法、行政代執行等を執行する際の事務手続き、財産管理制度活用の際の家庭裁判所への財産管理

人の申立等の事務手続き、活用可能な空き家の流通のための空き家バンク制度運営など、様々な

場面で課題を抱えている。 

このため、空き家対策に取り組む地方公共団体等が、専門知識やノウハウが必要な具体的な課

題や効果的な課題解決策等について共有し、法務・不動産等の専門家と連携した対応方策を協

議・検討し、実践的な空き家対策について政策提言を行い、空き家対策の実現を図るとともに、

協議検討等の過程で蓄積したノウハウや各種取組事例等の周知普及を図ること（空き家対策の全

国的なプラットホームの構築）を目的とする。 

これらの協議・検討や情報共有、地方公共団体及び専門家等との連携体制の構築を通じて、空

き家に纏わる多様な課題に対する地方公共団体の自力解決力や連携による課題解決力が高まり、

全国の空き家対策の推進に寄与することができるものと考えられる。 

 

２．事業の内容 

（１）事業の概要と手順 

 全国空き家対策推進協議会を運営することにより、以下の①～④を実施した。 

① 空き家対策の具体的課題に関する検討・協議のための専門部会の運営【専門部会運営】 

② 全国の空き家対策の取組事例等の情報収集・整理【取組事例調査】 

③ 地方公共団体等への情報提供・共有のプラットホームの運営【情報提供】 
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また、本事業の役割分担及びスケジュールは、下表のとおりである。 

 

 

取組内容 具体的な内容 

（小項目） 

担当者（組織名） 業務内容 

①専門部会運営 

企画・普及部会等

開催 

（一社）センター連合

会・三菱 UFJ リサーチ＆

コンサルティング（株） 

各部会等の日程調整、会場準備（オ

ンライン報告会のみ）、開催の案内、

部会等の検討に必要な調査の実施

（回答整理・集計・分析等も含む）、

配布資料の作成・公表、議事録の作

成・公表 

所有者特定・財産

管理制度部会等

開催 

（一社）センター連合

会・三菱 UFJ リサーチ＆

コンサルティング（株） 

空き家バンク部

会開催 

（一社）センター連合

会・三菱 UFJ リサーチ＆

コンサルティング（株） 

②取組事例調査 

財産管理制度活

用事例の収集・整

理 

（一社）センター連合

会・三菱 UFJ リサーチ＆

コンサルティング（株） 

新しい財産管理制度活用事例情報

の提供を求め、収集された情報を整

理 

空き家対策支援

制度情報の収集・

整理 

（一社）センター連合会 

新しい空き家対策支援制度情報の

提供を求め、収集された情報を整

理 

支援制度検索サイトにおいて、これ

ら収集した情報を掲載又は反映 

③情報提供 

協議会ホームペ

ージ等の運営 
（一社）センター連合会 

協議会ホームページ・支援制度検索

サイトの維持管理・情報更新 

講演動画の収録・

公開 

三菱 UFJ リサーチ＆コ

ンサルティング（株） 

有識者・民間事業者等を招聘し、講

演動画を収録し、協議会ホームペー

ジにて会員限定サイトにおいて期

間限定公開 

※「（一社）センター連合会」とは、「一般社団法人すまいづくりまちづくりセンター連合会」のことである。 

※「協議会ホームページ」及び「ホームページ」とは、「全国空き家対策推進協議会ホームページ」のことである。 

※「支援制度検索サイト」とは、「空き家対策支援制度情報検索サイト」のことである。 

 

取組内容 具体的な内容（小項目） 
令和２年度 

8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 

①専門部 

会運営 

企画・普及部会等開催        

所有者特定・財産管理制度部会等開催        

空き家バンク部会開催        

②取組事 

例調査 

財産管理制度活用事例の収集・整理        

空き家対策支援制度情報の収集・整理        

③情報 

提供 

協議会ホームページ等の運営        

講演動画の収録・公開    ★   ★ 

表２ 事業実施スケジュール表 

表１ 役割分担表 

コアメンバー会議 

成
果
報
告
会 

分科会 

収録 
収録 

分科会 

分科会 

分科会 
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（２）事業の取組詳細 

①空き家対策の具体的課題に関する検討・協議のための専門部会の運営【専門部会運営】 

空き家対策の具体的課題に対して検討・協議を行うため、企画・普及部会、所有者特定・財産

管理制度部会、空き家バンク部会の 3つの専門部会を設置し、運営した。 

 また、企画・普及部会においては、住宅政策分科会、利活用分科会、発生抑制・効率的な空き

家対策分科会を、所有者特定・財産管理制度部会においては、所有者特定分科会、所有者対応分

科会、財産管理制度・借地上の空き家対策分科会を、空き家バンク部会においては、登録促進分

科会、民間連携分科会をそれぞれ設置し、検討すべき課題を絞り、少人数で密に検討を行った。 

今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対面による部会を開催せず、部会長・分

科会主査・事務局によるコアメンバー会議としてオンラインで開催した。なお、部会長・分科会

主査は昨年度からの継続としたが、新規設置の分科会については、部会長・他の分科会主査と相

談の上、昨年度部会員の中から主査を選定した。 

分科会の検討テーマは、事前アンケートの回答内容等を参考として、コアメンバー会議で決定

し、分科会の討議は、オンライン会議の開催の他、会員専用掲示板等を利用して行った。さらに、

オンラインで専門部会成果報告会を開催して、分科会の討議結果を部会員に報告・共有した。 

 

 

 

 

  

図１ 専門部会の構成について 
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●企画・普及部会等開催 

企画・普及部会 コアメンバー会議 

令和２年 11月 13日に部会長、各分科会主査からなる第１回コアメンバー会議を開催し、検

討すべき課題、分科会設置等を検討した。結果、３つの分科会を設置することを決定した。 

令和３年１月 12日に第２回コアメンバー会議を開催し、各分科会における第 1回分科会以降

の活動状況や会員アンケート調査結果の速報版を共有し、各分科会における今後の進め方につ

いて討議した。 

令和３年２月９日に第３回コアメンバー会議を開催し、各分科会における第２回分科会以降

の活動状況や会員アンケート調査結果の最終版を共有し、各分科会における次年度以降の検討

テーマや進め方について討議した。 

住宅政策分科会 

令和２年 12月７日に第 1 回分科会を開催し、フロー重視から住宅ストックを重視する価値意

識へのパラダイムシフトに向けた住宅政策全般の視点からの検討（有識者による講演に関する

企画）、空家法以外からのアプローチによる空き家対策の検討（会員アンケート調査の実施）に

ついて検討・討議を行った。アンケート調査では、空き家対策における普及・啓発、所有者等

への指導、緊急安全措置等、連携が想定される複数の場面ごとに、主管部署と他の政策分野と

の連携状況を把握したほか、他の政策分野との連携に当たり支障となっている事項や、障壁と

なっている法令について具体的な意見を収集した。 

令和２年 12月中旬から令和３年１月上旬にかけて、本分科会での検討テーマも含めて３部会

における各検討テーマに関する会員に対するアンケート調査を実施し、集計結果を取りまとめ

た。 

令和３年２月１日に第２回分科会を開催し、アンケート調査結果を共有し、討議したほか、

次年度の当分科会の活動の方向性について議論を行った。 

令和３年２月２日には、東京都立大学都市環境学部教授 饗庭伸氏を招き、当分科会以外の

企画・普及部会員にも参加を呼びかけオンラインによる勉強会を開催した。勉強会では、都市

計画などの観点から空き家問題を捉え、その対応策のヒントについて饗庭氏よりご講演をいた

だくとともに、質疑応答の時間を設け、参加者から挙げられた自市区町村の空き家対策に係る

課題や悩みに対して、饗庭氏からの助言を頂いた。オンラインでの開催となり、当日参加でき

なかった部会員に対して、録画データや講演資料、議事概要を協議会ホームページに掲載する

こととした。 

利活用分科会 

令和２年 12月９日に第 1 回分科会を開催し、空き家の利活用に関する市区町村の取組状況や

具体的な利活用事例の把握を目的とした会員アンケート調査の実施に向けて検討・討議を行っ

た。アンケート調査項目としては、空き家対策における普及・啓発、所有者等への指導、緊急

安全措置等、連携が想定される複数の場面ごとに、主管部署と他の政策分野との連携状況を把

握したほか、他の政策分野との連携に当たり支障となっている事項や、障壁となっている法令

について具体的な意見を収集した。 
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令和２年 12月中旬から令和３年１月上旬にかけて、本分科会での検討テーマも含めて３部会

における各検討テーマに関する会員に対するアンケート調査を実施し、集計結果を取りまとめ

た。 

令和３年１月 28日に第２回分科会を開催し、アンケート調査結果を共有し、討議したほか、

アンケート調査で収集した個別の利活用事例の事例集としての取りまとめに関して、対象候補

や事例集の構成等について議論を行った。 

分科会における検討を踏まえ、30件程度の取組を事例集として取りまとめた。 

発生抑制・効率的な空き家対策分科会 

令和２年 12月 14日に第 1回分科会を開催し、①空き家予備軍へのアプローチ、発生抑制に

ついて、②統計・調査等の事務の合理化について、③空家法の運用（立入調査権、法定協議会

の運用）について討議を行った。①に関しては、空き家数、空き家率の推計方法や、空き家の

発生を放置した場合の外部不経済等の推計などに取り組む前提で議論を行った。②に関して

は、空家等の状況を把握するために簡便に導入できるカルテの構成について議論を行った。③

に関しては、会員アンケート調査により実態把握を行うこととして、調査項目についての検

討・討議を行った。 

令和２年 12月中旬から令和３年１月上旬にかけて、本分科会での検討テーマも含めて３部会

における各検討テーマに関する会員に対するアンケート調査を実施し、集計結果を取りまとめ

た。 

第２回コアメンバー会議において、アンケート調査結果速報版を踏まえて、立入調査権や法

定協議会の運用状況について、実態・課題に関する情報が多く収集できたことが確認できたた

め、主査からの提案により、今年度の検討テーマについては、第 1回分科会で提示したうち、

空家法の運用に注力して成果を取りまとめることとした。 

令和３年２月１日に第２回分科会を開催し、アンケート調査結果を共有し、討議したほか、

主査からの提案により、空き家対策初任者を読者として想定した読本を取りまとめることとし

た。分科会開催後、今年度の成果として第 1版の検討を行った。 

 

●所有者特定・財産管理制度部会等開催 

所有者特定・財産管理制度部会 コアメンバー会議 

令和２年 11月 11日に部会長、各分科会主査からなる第１回コアメンバー会議を開催し、検

討すべき課題、分科会設置等を検討した。結果、３つの分科会を設置することが決定した。 

令和３年１月 25日に第２回コアメンバー会議を開催し、各分科会における第 1回分科会以降

の活動状況や会員アンケート調査結果の速報版を共有し、各分科会における今後の進め方につ

いて討議した。 

令和３年２月５日に第３回コアメンバー会議を開催し、第２回分科会の討議結果を踏まえた

各分科会の今年度成果資料の骨子案について討議した。 
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所有者特定分科会 

令和２年 11月 20日に第 1回分科会を開催し、①行政等が保有する各種情報の活用可能性、

②所有者が特殊な場合の対応について討議を行った。①については、福祉関連情報、水道・電

気・ガス等の事業者が保有する情報、固定資産税の課税情報以外の税情報で有効と考えられる

情報、②については、所有者が在外邦人・外国人の場合、解散法人等の場合に絞り、会員アン

ケート調査により実態把握を行うこととして、調査項目についての検討・討議を行った。 

令和２年 12月中旬から令和３年１月上旬にかけて、本分科会での検討テーマも含めて３部会

における各検討テーマに関する会員に対するアンケート調査を実施し、集計結果を取りまとめ

た。 

令和３年２月３日に第２回分科会を開催し、有識者の安斎司法書士も交えて、上記①②につ

いて討議した。アンケート調査結果を共有し、今年度のとりまとめの方向性に関して、議論を

行った。 

 

所有者対応分科会 

令和２年 11月 20日に第 1回分科会を開催し、所有者が多数の場合の対応の実態、及び民法

第 940条の相続の放棄をした者による管理についても、法制審議会民法・不動産登記分科会の

審議内容を共有し、討議した。所有者が多数の場合は、相続人多数の場合が多いことから、第

２回以降、相続人多数の場合に絞って討議を行うこととした。 

令和３年２月３日に第２回分科会を開催し、有識者の安斎司法書士も交えて、相続人が多数

の場合の対応策として、相続人多数とならないような予防策や、相続人が多数の場合の事務の

効率化について討議し、今年度の取りまとめに関して、議論を行った。 

 

財産管理制度・借地上の空き家対策分科会 

令和２年 11月 18日に第 1回分科会を開催し、借地上の空き家対策の問題点・課題につい

て、討議した。会員アンケート調査により実態把握を行うこととして、調査項目についての検

討・討議を行った。 

令和２年 12月中旬から令和３年１月上旬にかけて、本分科会での検討テーマも含めて３部会

における各検討テーマに関する会員に対するアンケート調査を実施し、集計結果を取りまとめ

た。 

令和３年１月 26日に第２回分科会を開催し、有識者の安斎司法書士も交えて、借地上の空き

家対策の問題点・課題や対応の方向性について討議した。アンケート調査結果を共有し、今年

度のとりまとめの方向性に関して、議論を行った。 
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●空き家バンク部会等開催 

空き家バンク部会 コアメンバー会議 

令和２年 11月 17日に当部会を開催し、空き家バンクへの登録促進策、運営方法について、

事例収集及び深掘りし、事例集を作成して情報提供を行う方針が検討された。今後、これら方

法等について検討する予定である。その中でも、特に、空き家バンクへの物件登録の促進につ

いては、納税通知書等の書類に同封する案内チラシの効果的な内容についての検討、運営方法

については、民間事業者との連携の実態について調査することとした。 

令和３年 1月 25日に第２回コアメンバー会議を開催し、各分科会における第 1回分科会以降

の活動状況や会員アンケート調査結果の速報版を共有し、各分科会における今後の進め方につ

いて討議した。 

 

登録促進分科会 

第１回空き家バンク部会コアメンバー会議後、令和２年 11月 20日から 12 月 4日にかけて、

全国空き家対策推進協議会の掲示板上で、登録促進分科会を実施した。分科会では、問題意識

の共有、自身の自治体での、納税通知書への案内チラシの共有、取組の内容、業務経験の中で

聞いた、もしくは感じた、所有者が空き家バンクへの登録に対してハードルに感じているこ

と、アンケート案に対する意見・追加希望について、討議した。討議結果を踏まえて、会員向

けにアンケート調査を実施した。 

令和３年２月５日から２月 15日にかけて分科会を開催し、アンケート調査の結果の報告と、

案内チラシの事例集について議論を行った。また、アンケート調査結果のうち、空き家所有者

の物件登録のハードルについて、対応策を議論した。 

空き家バンクの案内チラシは、目に留まりやすくする工夫や、実績等を紹介することで登録

を促すような工夫が見られた。事例は 63を事例集の形で取りまとめており、納税通知書への案

内チラシを担当職員が作成する際に、どのような紙面や文言がいいかを検討する一助になるこ

とが期待される。 

 

民間連携分科会 

第１回空き家バンク部会コアメンバー会議後、令和２年 11月 20日から 12 月 4日にかけて、

全国空き家対策推進協議会の掲示板上で、民間連携分科会を実施した。分科会では、問題意識

の共有、自身の自治体での、民間事業者との協力体制についての取組の内容の紹介、今後民間

と連携するにあたって知りたいこと、検討事項、アンケート案に対する意見・追加希望につい

て、討議した。討議結果を踏まえて、会員向けにアンケート調査を実施した。 

令和３年２月５日から２月 15日にかけて分科会を開催し、アンケート調査の結果の報告と、

民間連携に関する事例集について議論を行った。 

民間との連携は、ノウハウや知見の共有による事務の効率化や、民間事業者にとっての情報

発信力の強化、トラブルの防止等の効果が挙げられたが、一方で、事業者によって対応にばら

つきがあることや、採算性等の問題が挙げられており、今後、事業者とのルールメイクや、コ
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ミュニケーションの方法、仲介以外での利益の確保の方法等について検討が求められる。 

また、民間との連携は、自治体と宅地建物取引業協会と連携する事例、特定の民間事業者と

連携する事例、その他の団体と連携する事例に分けられ、それぞれの取組の特徴等については

今後整理が必要である。 

 

 

●専門部会成果報告会開催 

令和３年２月 17日に、オンライン会議を開催し、各専門部会の討議成果を報告した。当日の

タイムスケジュールは以下の通りである。 

・13時 30分～14時：企画・普及部会の成果報告 

・14時 15分～14時 45分：所有者特定・財産管理制度部会の成果報告 

・15時～15時 30分：空き家バンク部会の成果報告 

 

  

図２ 納税通知書に同封する空き家バンクチラシ事例集（例） 
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②全国の空き家対策の取組事例等の情報収集・整理【取組事例調査】 

●財産管理制度活用事例の収集・整理 

財産管理制度活用事例について、会員市区町村を対象に、令和元年 10月 2 日以降令和２年 10

月 1日までの間に活用された事例情報の提供を依頼した。 

回答件数等は以下のとおりである。申立人・財産管理人の内訳、土地・建物の概要、相続人等

の利害関係人、市区町村の債権の有無と申立理由、予納金、手続き状況等に係る情報を収集でき

た。 

回答件数：38市町・63事例（相続財産管理人の選任申立事例：58事例、不在者財産管理人の

選任申立事例：5事例） 

 

 

  

相続財産管理人の選任申立事例 （茨城県ひたちなか市）

■事例の概要

担当部署 市民生活部市民活動課空家等対策推進室

相続放棄人 ４名

市区町村の債権の有無
略式代執行費用 約２８６万円
固定資産税 約７万円

申立理由 略式代執行費用の回収

申立書の作成主体 職員（自前）

予納金の額（万円） ０

予納金の工面方法 予備費充用

裁判所への申立日 令和２年２月７日

裁判所が選任した
財産管理人

令和２年３月３１日（公告日）
弁護士

現在の進捗状況
・財産目録の作成中。
・任意売却へ向け購入希望者、裁判所と調整中。

制度活用上苦労した
点・工夫点

・財産管理人申立て前に購入希望者を探した。
・相続放棄人に対して被相続人の資産状況の聞
き取りを行った。

■写真

略式代執行前

略式代執行後

18

図３ 財産管理制度活用事例情報（例） 
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次に、これらいただいた情報に対して整理・分析を行った。分析結果は下図のとおりである。 

 

 

 

●空き家対策支援制度情報の収集・整理 

空き家対策に係る支援制度について、全国空き家対策推進協議会会員の全ての都道府県・市区

町村を対象に、今年度に立ち上げられた支援制度等の情報の提供を依頼した。 

結果、情報更新の依頼も併せて約 500件の情報をいただき、これら情報を整理し、空き家対策

支援制度情報検索サイトに登録・掲載した。このサイトは、下図のとおり、地方・都道府県、並

びに、支援対象区分（空き家の除却・利活用・取得、その他）等により検索し、各地方公共団体

が取り組まれている空き家対策支援制度情報（支援制度名称、支援対象区分、支援制度内容、予

算、支援事業開始年度、所管部署情報）の閲覧が可能である。  

１．相続財産管理人の選任申立事例の概要①

※（ ）内の数字は意見数
（１）相続財産管理人の選任申立事例（58件）の概要

確認した
相続放棄
人の人数

０人 ～５人 ～10人 10人以上 無回答

30 9 14 5 1

51.7% 15.5% 24.1% 8.6% 1.7%

相続人以
外の債権
者の有無

なし あり 無回答

46 6 6 

79.3% 10.3% 10.3%

市区町の
債権の有
無

あり なし 無回答

24 29 5 

41.4% 50.0% 8.6%

申立書類
の作成者

職員(自前) 外部委託 無回答

46 3 0 

93.9% 6.1% 0.0%

予納金
の額

（万円）

0 ～５０ ～１００ １００以上 無回答

6 3 15 34 0 

10.3% 5.2% 25.9% 58.6% 0.0%

予納金の
工面方法
※予納金0
を除く52件
の内訳

予算措置
予備費を
充当

他の予算の
流用

その他 無回答

48 0 4 0 0 

92.3% 0.0% 7.7% 0.0% 0.0%

選任された
相続財産管
理人

弁護士 司法書士 （選任前）

47 9 1

81.0% 15.5% 1.7%

・確認した相続放棄人の平均３．５人
・最少人数：0人、最多人数：24人

債権あり(24)

・租税債権（10）
・租税債権＋応急措置費用（2）
・略式代執行費用（8）
・応急措置費用（4）

債権なし(29)

・特定空家等（18）
→うち法的措置の名宛人が必要（3）

・所有者不明土地法第38条（5）
・空家法に基づく措置の推進（3）
・管理不全空き家（2）
・固定資産税納入文書の送付先不明（1）

・外部委託先：弁護士（2）

・予納金額の平均：105.3万円（100万円が23件）
・最高額：500万円
・予納金なしの事例の主な理由
：宅建業者及び不動産鑑定士より代執行跡地の売却額見積りを取
得し、近隣住民や自治会に対し土地購入希望の調査を行い購入
の内諾を得た／被相続人に多額の預貯金があったため、申立書
の財産目録に記載し、通帳の写しを裁判所に提出

裁判所に相続財産管理人を推薦（23）

裁判所に相続財産管理人を推薦せず（35）

※うち18 件は推薦した相続財産管理人が選任された
別の相続財産管理人が選任は1件（未回答4件）

3

図４ 財産管財産管理人の選任申立事例の概要 
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図５ 空き家対策支援制度情報検索サイトについて 
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③地方公共団体等への情報提供・共有のプラットホームの設置・運営【情報提供】 

 

●全国空き家対策推進協議会ホームページ等の運営 

全国空き家対策推進協議会ホームページ（以下、「ホームページ」という。）及び空き家対策支援

制度情報検索サイト（以下、「検索サイト」という。）を運営・維持管理することにより、関係各省

庁からのお知らせを掲載する等、空き家対策に係る最新情報の提供に努めた。 

特に全国空き家対策推進協議会会員に対しては、下図の会員メニューでも確認できるように、専

門部会情報として配布資料及び議事録の提供等、更に情報提供に努めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 全国空き家対策推進協議会ホームページ 
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●講演動画の収録・公開 

有識者・民間事業者等を招聘し、スタジオにて講演動画を収録した。収録した動画は協議会ホ

ームページにて会員限定サイトにおいて期間限定で公開した。 

 

 

講演者 収録日 講演内容 

（一社）住教育推進機構（住

教育インストラクター） 

須藤 直美氏 

令和 2年 11月 26日（木） ～実家を空き家にしないために～ 

空き家の利活用とわが家の終活 

株式会社 LIFULL 地方創生推

進部 空き家プラットフォー

ムグループ 

後藤 大夢氏 

令和 3年 2月 12日（金） 地域の空き家対策を推進する 

連携体制構築と人材育成について 

事務局（三菱 UFJ リサーチ＆

コンサルティング） 

令和 3年 2月 12日（金） 令和 2 年度空き家対策に関するアン

ケート調査結果報告 

 

（３）成果 

①専門部会（分科会を含む）の開催議事録・配布資料・検討結果資料 

②財産管理制度活用事例情報（ホームページにより公表） 

③新たな空き家対策支援制度情報・講演動画（ホームページにより公表） 

  

表３ 講演動画の一覧 
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３．評価と課題 

①専門部会運営について、企画・普及部会では、昨年度の活動が空家法改正に向けた要望の取

りまとめとして一定の成果が得られた。そのため、今年度は、住宅政策分科会は昨年度の検討を

深める形で住宅政策などの観点から空き家問題を捉えることする一方、空き家の利活用の実態・

課題の把握、立入調査や協議会の運営等の空家法の運用上の課題といった、新たな検討テーマを

設定し、利活用分科会、及び発生抑制・効率的な空き家対策分科会の新たな分科会を設置し、３

つの分科会により検討を行った。いずれの分科会においても、来年度以降もさらに検討を深めて

いきたいとの意向が強く、引き続き、実践的な立場から実効性の高い空き家対策の政策提言に結

びつける役割が期待される。 

なお、今年度はコロナ禍の影響を受けて対面での会議開催ではなく、オンライン会議により、

コアメンバー会議や分科会、勉強会を開催することとなった。活動当初は、協議会掲示板も併用

することを想定していたものの、分科会メンバーの多くは日常的に協議会掲示板にアクセスする

習慣がなく、一部のメンバーによる投稿にとどまり、メンバー間のやり取りはオンライン会議や

メールによるものが中心となった。オンライン会議は、出張等を伴わないため気軽に参加しやす

い側面はあった一方で、参加者の反応が分かりにくく、対面会議のような活発な意見交換には至

らなかったとの指摘があった。また、各部会員の通信環境やオンライン会議に参加できる端末の

制約（庁外のネットワークに接続できる端末や、マイク・カメラなどの機材の台数が少なく、会

議日時に確保できない等）や、緊急事態宣言発出地域において分散勤務等の対応のため、参加が

難しいといった指摘も事務局に寄せられた。これらの課題に対して、事務局では、会議の議事要

旨に加えて、当日のオンライン会議の録画データを部会員に共有し、後日視聴できる環境を整え

ることとした。 

所有者特定・財産管理制度部会では、今年度の部会員が昨年度より大きく増えたため、昨年度

の所有者特定分科会を、所有者特定分科会と所有者対応分科会に分けて、３分科会体制とした。

所有者特定分科会では、福祉関連情報など行政等が保有する各種情報の活用可能性や、所有者が

外国人・在留邦人、解散法人等、特殊な場合の対応について、幅広い問題点や課題を討議した。

特に、所有者が解散法人等の場合の対応については、多くの自治体が苦慮している実態を把握す

ることができ、次年度以降、対応の方向性や解決策について議論を深めていく必要性が高いと考

えられる。所有者対応分科会では、相続人が多数の場合の対応について、予防的対応と事務の効

率化の２つの観点から、提案や要望のとりまとめを行い、一定の成果を得た。また、３つ目の財

産管理制度・借地上の空き家対策分科会では、法制審議会において財産管理制度の見直しが審議

中であったこと、昨年度より借地上の空き家への対応について多くの自治体が苦慮していること

が確認されていたことから、借地上の空き家対策に論点を絞って、土地所有者と建物所有者が異

なる場合の問題点・課題に対する認識を深めることができた。借地上の空き家対策については、

民法・借地借家法など関連制度との連携が不可欠であり、また、法務省等での関連制度の審議結

果も踏まえ、法務の専門家と連携して実効性の高い対応策につなげていくことが必要である。い

ずれの分科会においても、来年度以降もさらに検討を深めていきたいとの意向が強い。 

なお、今年度はコロナ禍の影響を受けて対面での会議開催ではなく、オンライン会議により、

コアメンバー会議や分科会を開催することとなった。活動当初は、協議会掲示板も併用したが、

一部のメンバーによる投稿にとどまり、停滞したため、メンバー間のやり取りはオンライン会議

やメールによるものが中心となった。 
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空き家バンク部会は、今年度、分科会を新たに設置し、2分科会体制での検討を行った。部会の

テーマが空き家バンクといった非常に具体の事業に着目されていることや、例年集中的に討議す

るメンバーが限られること等から、個々の議論が横断的なものとなった。特に、民間連携分科会

においては、登録促進の側面でも、部会参加者からの興味が強いものの実態が多様で整理しにく

いため、次年度以降も引き続き丁寧に実態を捉えていくことが期待される。 

なお、今年度はコロナ禍の影響を受けて対面での会議開催ではなく、コアメンバー会議はオン

ライン会議、分科会は協議会のホームページ上の掲示板を用いた議論を行った。当初は、既存の

協議会ホームページというプラットホームをより活性化する狙いもあったが、上述の通り、アク

セスする習慣がないことや、自治体のインターネット接続環境のハードル等もあり、想定以上に

議論が円滑に進まなかった点は課題が残った。一方で、発言のタイミングが調整できることや、

資料等を参照しながら正確な情報を発言することができること、意見を整理しながら議論が進め

られること等の利点もあった。 

 

４．今後の展開 

今後、引き続き、各専門部会における空き家対策に係る課題の検討、及びホームページ等により

空き家対策に有効な多くの情報の提供を実施していきたい。 

 

■事業主体概要・担当者名 

設立時期 平成２０年８月 

代表者名 室木 眞則 

連絡先担当者名 高田 茂 

連絡先 
住所 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂一丁目 15番地神楽坂 1丁目ビル 6階 

電話 03-5229-7560 

ホームページ http:// www.sumaimachi-center-rengoukai.or.jp 

 


